
船舶事故調査報告書 

平成２９年２月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 ウェイクボーダー等負傷 

発生日時 平成２８年８月７日 ０８時５０分ごろ 

発生場所 滋賀県野洲
や す

市吉川北方沖（琵琶湖南部） 

 吉川三等三角点から真方位２４３°５１５ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０８.５′ 東経１３５°５８.９′） 

事故の概要  プレジャーボートPRO
プ ロ

 AIR
エ ア

は、漂泊中、プレジャーボートGRAND
グ ラ ン ド

BAYOU
バ イ ウ

は航走中、GRAND BAYOU のプロペラが PRO AIR のけん
．．

引ロープを

巻き込み、ウェイクボーダー等２人が負傷した。 

事故調査の経過 平成２８年８月２２日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート PRO AIR、５トン未満（長さ６.１０ｍ） 

   ２３１－１８９７９滋賀、個人所有 

Ｂ プレジャーボート GRAND BAYOU、５トン未満（長さ４.２３ｍ） 

   ２５３－２３７３６滋賀、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型・特殊 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 Ａ 軽傷 ２人（ウェイクボーダー及び同乗者） 

Ｂ なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

水象：湖面 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者２人を乗せて漂泊中、ウ

ェイクボーダーを収容しようとけん引用ロープを手繰り寄せていたと

ころ、Ｂ船がウェイクボーダーとＡ船の間を通過した際、けん
．．

引用ロ

ープ（以下「本件ロープ」という。）が緊張してウェイクボーダー及

び船上で本件ロープを手繰り寄せていた同乗者１人がそれぞれ負傷し

た。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人２人を乗せ、約２０ノット

の対地速力で北西進中、ウェイクボーダーとＡ船の間を通過した際、

プロペラに本件ロープを巻き込んだ。 

分析  Ａ船は、漂泊してウェイクボーダーの収容作業中、本件ロープが緊

張してウェイクボーダー及び同乗者１人が負傷したものと考えられ

る。 

 Ｂ船は、船長ＢがＡ船に対する見張りを適切に行っていなかったこ

とから、視認していたウェイクボーダーがＡ船にけん
．．

引されていたこ

とに気付かず、Ａ船とウェイクボーダーとの間を航行し、本件ロープ



をＢ船のプロペラに巻き込み、本件ロープが緊張したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、Ａ船が、漂泊してウェイクボーダーの収容作業中、Ｂ船

が航走中、船長ＢがＡ船に対する見張りを適切に行っていなかったた

め、ウェイクボーダーがＡ船にけん
．．

引されていたことに気付かず、Ａ

船とウェイクボーダーとの間を航行し、本件ロープをＢ船のプロペラ

に巻き込み、本件ロープが緊張してウェイクボーダー及びＡ船の同乗

者が負傷したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 

・ウェイクボーダー等のけん
．．

引をしている船舶の近くを航行する際

は、低速で、できるだけ離れて航行すること。 

 


